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総合補償制度について

　弊社のレンタル商品をご利用いただくお客様に、商品使用中における事故の際に、
お客様の費用負担を最大限に軽減する「総合補償制度」をご用意しております。

自動車補償制度
登録車両(ナンバー付車両)で保険契約を行っている車両を運転中
等の事故により、他人の生命・身体、または財物に対し損害を与え
法律上の賠償責任を負った場合の補償です。

総合賠償制度
すべてのリース・レンタル機械器具（非工作車輌を除く）が対象とな
ります。
お客様が請負作業・請負工事中に、弊社のレンタル機械の操作・
操縦・使用上のミスなどで、第三者への身体・財物に対し損害を与え
法律上の賠償責任を負った場合の補償です。

動産総合（車両）補償制度
ご利用いただく北海産業の機械を、偶発的な事故によって破損さ
れた場合、又は盗難された場合、お客様は全ての経費及び費用を
支払わなければなりません。これらの費用ご負担を軽減する制度
です。（敷板鋼板は除く）

総合補償制度の概要

総合補償制度の概要詳細

※補償料をお支払いいただいているお客様への補償制度です。
※記載している内容は当社が加入している保険の内容であり、当社は募集代理店ではありません。

※一部適用外のレンタル商品がありますので、営業担当までお問合せ下さい。

弊社出庫日から弊社入庫日までの期間を補償いたします。
レンタル商品ごとに設定されております、一部12～13ページに記載しておりますが詳細
はお問い合わせ下さい。
注）出庫日から入庫日までの供用期間の全日数をご請求させていただきます。
補償対象事故が発生した場合に１事故ごとにお客様に負担していただく金額の設定
がございます。
※２事故目以降については営業担当へご確認下さい。
レンタル商品の全損・修理期間中の休業損害について、別途請求させていただく場合
がございます。
補償制度によって、補償できない事故が異なりますので各補償制度の詳細をご確認
下さい。
補償制度によって補償内容が異なりますので各補償制度の詳細をご確認ください。

【補償期間】
【補 償 料】

【免責金額】

【休業補償】

【免責事項】

【補償内容】
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万一事故が起こったときは

・ケガをされた方がいる場合は、応急処置を行う事が最優先です。

１ 負傷者の救護

・事故が発生した場合は、２次災害を防ぐため対象機械・車両を安全な場所へ移動させて下さい。
・物損の場合も損害が拡大しないよう応急措置を行ってください。

２ ２次災害防止措置

・自動車事故の場合は必ず警察へ届出をしてください。
・盗難事故の場合は必ず警察へ届出をしてください。
・その他届出が必要な機関が有る場合は届出をしてください。

３ 警察へ事故の届出

事故の大小にかかわらず必ずご連絡下さい。
①事故発生の日時
②事故発生の場所
③お客様の氏名、住所、連絡先、運転者名、お客様との関係、運転免許証・資格証のコピー、事故
　車の種類・管理番号・登録番号
④損害の内容・程度、写真
⑤事故の状況
⑥相手の住所、氏名、会社名、連絡先等（搭乗者も同様）
　・ケガの内容、病院、電話番号
　・損害内容、車名、登録番号、修理工場、電話番号等

４ 弊社営業所まで連絡

※当事者間での示談交渉は絶対にしないようお願いします。
　補償対象外となる場合があります。

※事故によって報告書類が異なりますので、電話連絡の上ご確認下さい。

ご注意

１． 【総合補償制度】は加入されたお客様のみ補償されます。

２． 【総合補償制度】はレンタル契約期間中に発生した事故を対象としています。

３． 現場の状況によっては【総合補償制度】の加入をお受けできない場合がございます。

４． 現場に於いてレンタル商品の能力に適した環境下以外での使用の際に発生した事故に関しては 

 補償対象外となる場合がございますのでご注意下さい。

５． 免責金額は事故発生時にお客様にご負担いただく金額です。（１事故毎）

６． 免責金額は２事故目以降の事故の場合は変動します。

７． 登録ナンバー付車両での人身事故・対物事故は警察へ必ず届出をして下さい。
 届出を怠った場合は補償出来ない場合があります。

８． 盗難事故の場合、警察に届出をして下さい。盗難事故受理番号をもって補償対象となります。

９． 事故発生時は応急処置、応急措置を行った後、すぐに弊社に連絡をお願い致します。時間が経過

　　すると補償できない場合があります。

10． 当事者間の示談交渉の場合は、補償対象外となる場合がございます。

11． 日常点検はお客様が実施してください。

12． 弊社に連絡の無い修理代にかかる費用はお支払い出来ない場合があります。

13． 【総合補償制度】の支払い限度額を超える部分についてはお客様のご負担となります。

14． レンタル商品の全損・修理期間中の休業損害については別途請求になる場合があります。

15． レンタル商品の修理については、弊社指定修理工場とさせていただきます。

16． 本書「総合補償制度のご案内」に記載されている各規定は主な事例を挙げたものになります、その

　　他については弊社の規定に準じます。

17． 本書「総合補償制度のご案内」は２０１３年４月１日に改正されたものです、本書記載内容は予告

　　なく内容を変更する場合がございます。

「総合補償制度」に関するお問い合わせは各営業所又は営業担当者へお問い合わせ
下さい。
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※詳細につきましては保険会社の規定に従うものとします。

対物賠償保険
・保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害
・地震・噴火またはこれらによる津波、台風・洪水・高潮によって生じた損害
・戦争・外国の武力行使・暴動、核燃料物質等によって生じた損害
・第三者との約定により加重された損害賠償責任を負うことによって生じた損害
・ご契約のお車を競技・曲技のため等に使用すること、又は、これらを行うことを目的とする場所において使用する
ことによって生じた損害 
・次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が損害を受けたことにより、被保険者が損害賠償責任
を負うことによって生じた損害　      
・記名被保険者　・ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者　・ご契約のお車を運転中の方の父母、または
お子さま。ただし、ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者と同居している場合に限ります。　・被保険者
または配偶者　・被保険者の父母またはお子様。ただし、被保険者またはその配偶者と同居している場合に
限ります。 など

搭乗者傷害保険
・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
・戦争・外国の武力行使・暴動、核燃料物質等によって生じた損害
・ご契約のお車を競技・曲技のため等に使用すること、又は、これらを行うことを目的とする場所において使用する
ことによって生じた損害
・非保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じたケガによる損害
・無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合
にその本人に生じたケガによる損害
・承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に生じたケガによる損害
・闘争行為、自殺行為、犯罪行為によってその本人に生じたケガによる損害
・損害が保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた場合は、その方の受け取るべき金額
・微傷に起因する創傷感染症（丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等）による損害 など

補償の対象とならない主な場合

事故にあわれた場合は

対人賠償保険
・保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害
・地震・噴火またはこれらによる津波、台風・洪水・高潮によって生じた損害
・戦争・外国の武力行使・暴動、核燃料物質等によって生じた損害
・第三者との約定により加重された損害賠償責任を負うことによって生じた損害
・ご契約のお車を競技・曲技のため等に使用すること、又は、これらを行うことを目的とする場所において使用する
ことによって生じた損害
・次のいずれかに該当する方の、生命または身体が害されたことにより、被保険者が損害賠償を負うことによって生
じた損害
・記名被保険者　・ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者　・ご契約のお車を運転中の方の父母、または
お子さま。ただし、ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者と、同居している場合に限ります。　・被保険者
の配偶者　・被保険者の父母またはお子様。ただし、 被保険者またはその配偶者と同居している場合に限り
ます。　・被保険者の業務に従事中の従業員　・被保険者の使用者の業務に従事中の同僚。ただし、被保険者
がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。（注） など
（注）ご契約のお車の所有者および記名被保険者が個人である場合は記名被保険者同僚災害特約により補償されます。

三井住友海上
事故受付フリーダイヤル

http://www.hsk-rental.co.jp/system/car/

車種 対人 対物 搭乗者傷害

自動車補償制度

登録車両（ナンバー付車両）で保険契約を行っている車輌を運転中等の事故により
他人の生命、身体または財物に対し損害を与え法律上の賠償責任を負った場合の
補償です。      

補償内容

対象車両

※下記の記載は当社が加入している保険の内容であり、当社は募集代理店ではありません。
※詳細につきましては保険会社の規定に従うものとします。

※すべての事故事例に対し補償が適用されるわけではありません。      
※詳細につきましては保険会社の規定に従うものとします。      

※タイヤショベルはバケット容量0.4㎥以上が対象となります。     
※タイヤローラーは車輌総重量3Ｔクラス以上で、振動ローラーなどは対象外とします。     
　（上記クラス以外は自賠責保険での補償になります。）     

対人賠償

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

事故内容

補償限度額

免責金額
（１事故）

対物賠償 搭乗者傷害

無制限 1,000万円

1,000万円
入院 日/15,000円
通院 日/10,000円

※事故日を含め180日以内

なし 10万円 なし

ラ イ ト バ ン

平 ト ラ ッ ク

ダ ン プ カ ー

ユ ニ ッ ク 車

高 所 作 業 車

散 水 車

タ イ ヤ シ ョ ベ ル

タイヤ式バックホー

タ イ ヤ ロ ー ラ ー 免許証と車検証をご用意の上、担当営業所までご連絡をお願い致します。
なお、夜間等弊社との連絡が取れない場合は以下にご連絡頂きますよう
お願い致します。

70120-258-365（無料）
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※下記の記載は当社が加入している保険の内容であり、当社は募集代理店ではありません。
※詳細につきましては保険会社の規定に従うものとします。

※すべての事故事例に対し補償が適用されるわけではありません。      
※詳細につきましては保険会社の規定に従うものとします。      
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○ ○

○ ○

○ ○

事故内容

補償限度額

免責金額
（１事故）
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ラ イ ト バ ン

平 ト ラ ッ ク

ダ ン プ カ ー

ユ ニ ッ ク 車

高 所 作 業 車

散 水 車

タ イ ヤ シ ョ ベ ル

タイヤ式バックホー

タ イ ヤ ロ ー ラ ー 免許証と車検証をご用意の上、担当営業所までご連絡をお願い致します。
なお、夜間等弊社との連絡が取れない場合は以下にご連絡頂きますよう
お願い致します。

70120-258-365（無料）
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巻末の『全建リース総合賠償制度事故報告書』に記入し、担当営業所へ連絡の上ＦＡＸ
をお願い致します。
※事故報告書はホームページからもダウンロード出来ます。

※詳細につきましては保険会社の規定に従うものとします。
補償の対象とならない主な場合

事故にあわれた場合は

・お客様の従業員、下請負人（使用人を含みます。）の身体に与えた損害に起因する賠償責任
・お客様および下請負人などの所有、使用、管理する財物に与えた損害に起因する賠償責任
・地下・基礎・掘削工事に伴う土地の沈下、隆起、移動、振動、土砂崩れ、軟弱化もしくは土地の流出、流入による
土地の工作物、その収容物等の損壊および地下水の増減による損害に起因する賠償責任
・レンタカー、トラックなどの非工作車両が他人の身体・財物に与えた損害に起因する賠償責任
・公道走行中に工作車両が他人の身体・財物に与えた損害に起因する賠償責任（公道での工事中の損害を省き
ます。）
・お客様の故意によって生じた賠償責任
・戦争、暴動、労働争議に起因する損害ならびに地震、噴火、津波またはこれらに類似の自然現象によって生じた
賠償責任
・契約不履行等で生じる工事遅延による賠償金等の間接的な損害に起因する賠償責任
・お客様、および下請負人が使用するリース・レンタル機械、支給資機材自体の損害に起因する賠償責任
・石油物質の公共水域への排出・流出・拡散・放出または漏出等によって生じた損害に起因する賠償責任 など 

http://www.hsk-rental.co.jp/system/compensation/

すべてのリース・レンタル機械器具（非工作車輌を除く）が対象となります。お客様が
請負作業・請負工事中に弊社レンタル機械の操作、操縦、使用上のミスなどで第三者
への身体・財物に対し損害を与え法律上の賠償責任を負った場合の補償です。

※下記の記載は当社が加入している保険の内容であり、当社は募集代理店ではありません。
※詳細につきましては保険会社の規定に従うものとします。

※事故事例によって補償の対象外になる場合もございますのでご注意下さい。
※詳細につきましては保険会社の規定に従うものとします。

（第三者の身体に損害を与えた場合）

（第三者の財物に損害を与えた場合）

※平成25年4月現在

※詳細につきましては保険会社の規定に従うものとします。
補償内容

総合賠償制度 （請負賠償責任保険）

対人賠償

補償限度額 免責金額

対物賠償

1名　5,000万円

1事故　2億円
10万円（1事故）

1事故　1,000万円 10万円（1事故）

対象となる事故の一例
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※詳細につきましては保険会社の規定に従うものとします。
補償の対象とならない主な場合

・使用者の故意または重大な過失や法令違反によって生じた損害
・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
・台風・暴風雨・暴風雪・豪雨・豪雪等による洪水、又は高潮・雪崩・土砂崩れ等の水害・雪害による損害
・戦争・革命・内乱・暴動・外国の武力行使・核燃料物質等これらに類似する事変による損害
・核燃料物質及びそれに起因する汚染物によって生じた損害
・国・公共団体の公権力の行使、詐欺・横領によって生じた損害
・競技・曲芸のため等に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって
生じた損害
・欠陥・磨滅・腐しょく・さび等自然消耗等による損害、または消耗品に該当する物の損害
・電気的、機械的事故による損害（エンジン、モーターの焼付き等）
・取り外された部分品・付属品に生じた損害、定着されていない付属品の単独損害、タイヤの単独損害、法令により
禁止されている改造を行った部分品・付属品に生じた損害
・無許可での改造・改変や当社の管理外で修理を行ったことによって生じた損害 
・無免許運転、無資格使用、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態で
の運転など使用者の不正行為による損害
・積載重量オーバーによる事故及び車両の破損
・闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって生じた損害 
・対象車両の使用について、被補償者の承諾を得ずに搭乗中に起きた損害
・常識的始業点検を怠った使用によるもの（作動油、オイル、冷却水、安全装置等）
・車両もしくは車両に付属する機械の能力を超えた使用（クレーンの吊上げ荷重を超える等）、及び不適当な使用
（用途外使用）による損害
・本来の使用方法を著しく逸脱した使用方法によって生じた損害
・不適当な管理状況（鍵の外し忘れ等）での盗難による損害
・置き忘れ、紛失、横領等による損害
・事故を起因としない、車体（荷台及びあおり等）の損害
・不適切な運転が原因と思われるトランスミッション、エンジン等の装置単体の損害 
・排気ガス浄化装置の再生手順表示及び音声による手動再生操作を行わずに生じた損害 
・所轄警察へ事故届出が出されていない場合や、警察に受理されない事故や盗難によって生じた損害
・クレーン付車両・高所作業車のブーム・アウトリガーの格納忘れにより生じた損害  
・塗料、生コン、アスファルト等の付着による汚損、溶接等の火花による損害など、当然考えられる処置をとらずに
引き起こされた損害
・軟弱地盤でのクレーン付車両を使用する際に、適切な転倒防止措置を行わずに生じた損害 
・著しく危険が予知される軟弱地及び急斜面にて引き起こされた損害
・被害者と加害者が利益を共有する関係の場合
・運送中の単純な被曲損による損害（荷崩れ等）
・損害の確認ができない事故の場合（修理完了後の事故報告等） 
・期間を無断で延滞して使用された場合
・加工着手後に生じた損害
・法令で認められない車両による公道走行中の事故
・相手方に対し損害の賠償を求めるべき求償事故の場合
・事故報告が遅延（当社、警察へ）した場合
・事故現場から事故機械等の引き揚げ費用等の実費費用 
・事故機械等の修理期間中の休業損害補償 など

担当営業所へ連絡の上、手続きをお願い致します。
事故にあわれた場合は

補償の対象となる主な事例

※すべての事故事例に対し補償が適用されるわけではありません。
※詳細につきましては保険会社の規定に従うものとします。

※同一現場、同一機械分類で2回目の事故の場合は2倍又は時価額の免責金額となります。
　（3回目以降に関してはお問合せ下さい。）
※機械分類に関しては営業担当にお問合せ下さい。

補償内容

・作業中に北海産業の建機を誤って落下させてしまった。
・北海産業の建機を保管中、何者かによって盗まれてしまった。（警察への届出が必要です）
・北海産業の建機を誤って焼損させてしまった。（り災証明が必要です）
・事故により北海産業のレンタカーを破損してしまった。（警察への届出が必要です）

ご利用いただく北海産業の機械を偶発的な事故によって破損された場合、又は盗難
された場合、お客様はすべての経費及び費用を支払わなければなりません。これらの
費用ご負担を軽減する制度です。（敷板鋼板は除く）

動産総合（車両）補償制度

※平成25年4月現在

補償限度額 免責金額

破損事故
（一事故） 実損額 1千円～50万円

（1現場1事故目の場合）

盗難・全損事故
（一事故） 時価額 3千円～100万円

（1現場1事故目の場合）

車両補償
（一事故） 時価額 10万円～30万円

（1現場1事故目の場合）
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引き起こされた損害

・軟弱地盤でのクレーン付車両を使用する際に、適切な転倒防止措置を行わずに生じた損害 
・著しく危険が予知される軟弱地及び急斜面にて引き起こされた損害
・被害者と加害者が利益を共有する関係の場合
・運送中の単純な被曲損による損害（荷崩れ等）
・損害の確認ができない事故の場合（修理完了後の事故報告等） 
・期間を無断で延滞して使用された場合
・加工着手後に生じた損害
・法令で認められない車両による公道走行中の事故
・相手方に対し損害の賠償を求めるべき求償事故の場合
・事故報告が遅延（当社、警察へ）した場合
・事故現場から事故機械等の引き揚げ費用等の実費費用 
・事故機械等の修理期間中の休業損害補償 など

担当営業所へ連絡の上、手続きをお願い致します。
事故にあわれた場合は

補償の対象となる主な事例

※すべての事故事例に対し補償が適用されるわけではありません。
※詳細につきましては保険会社の規定に従うものとします。

※同一現場、同一機械分類で2回目の事故の場合は2倍又は時価額の免責金額となります。
　（3回目以降に関してはお問合せ下さい。）
※機械分類に関しては営業担当にお問合せ下さい。

補償内容

・作業中に北海産業の建機を誤って落下させてしまった。
・北海産業の建機を保管中、何者かによって盗まれてしまった。（警察への届出が必要です）
・北海産業の建機を誤って焼損させてしまった。（り災証明が必要です）
・事故により北海産業のレンタカーを破損してしまった。（警察への届出が必要です）

ご利用いただく北海産業の機械を偶発的な事故によって破損された場合、又は盗難
された場合、お客様はすべての経費及び費用を支払わなければなりません。これらの
費用ご負担を軽減する制度です。（敷板鋼板は除く）

動産総合（車両）補償制度

※平成25年4月現在

補償限度額 免責金額

破損事故
（一事故） 実損額 1千円～50万円

（1現場1事故目の場合）

盗難・全損事故
（一事故） 時価額 3千円～100万円

（1現場1事故目の場合）

車両補償
（一事故） 時価額 10万円～30万円

（1現場1事故目の場合）



部分損 全損・盗難

1.6Kインバーター 50 30,000 70,000
2.4KW 50 20,000 50,000
2K防音 50 30,000 100,000
2.8Kインバーター 50 30,000 100,000
10KVA・兼用ウェルダー 100 100,000 200,000
10Kベースタンク付 200 100,000 250,000
20KVA 200 100,000 300,000
20Kベースタンク付 250 100,000 350,000
40KVA・50KVA・75KVA 200 150,000 300,000
40K・50Kベースタンク付 250 150,000 350,000
150KVA 400 150,000 450,000
200KVA 500 200,000 500,000
30PS・ドライ 200 100,000 300,000
40PS・50PS・70PS 200~300 100,000 300,000
40PS・50PS・70PS　ドライ 200~300 100,000 350,000
100PS 400 150,000 450,000
100PS・170PS　ドライ 400~500 150,000 500,000
180A 100 30,000 100,000
300A 200 100,000 200,000
250A・300A 50 30,000 50,000~70,000
ティグ 100 30,000 100,000
600Aガウジング 100 30,000 100,000
エアープラズマ切断機 100 30,000 100,000
E式ティグニー 100 30,000 100,000
半自動 100 30,000 100,000
残水処理・2吋ベビー 30 10,000 20,000
3吋・4吋 50 30,000 50,000
6吋 100 50,000 100,000
8吋 100 50,000 150,000
2吋・オート 30 20,000 50,000
3吋・4吋・6吋 50~150 30,000 50,000~250,000
2吋 30 10,000 20,000
3吋・4吋 100 50,000 100,000
6吋 150 50,000 150,000
8吋 200 100,000 300,000
軽便型 50 10,000 30,000
E式・M式高周波 100 30,000 100,000
30型・40型・50型シャフト 100 30,000 100,000
40型・50型スパイラルシャフト 100 50,000 100,000
E式ハンドカッター 50 30,000 50,000
E式チェンソー 50 30,000 50,000
12吋コンクリートカッター 100 50,000 150,000
刈払機 50 10,000 30,000
ジェットバキューマー 50 10,000 30,000
100V送風機 30 10,000 20,000
4灯メタルライトセット 150 150,000 300,000
バルーンライト本体 100 120,000 200,000
ミニ・三脚付バルーン 100 80,000 150,000
750・1.5t・3ｔチェンブロック 50 10,000 20,000~30,000
1ｔ・2ｔ・3ｔチェンブロック 50 10,000 30,000
5ｔ・10ｔチェンブロック 50 30,000 50,000
ヒーター各種※コンクリートファーネス以外 50 30,000 50,000

高揚程ポンプ

免責金額（円）※1現場1事故目の場合
機械名 補償料（円／日）

補償料及び免責金額

機種

発電機

コンプレッサー

ウェルダー

溶接機

水中ポンプ

サンドポンプ

バイブレータ

その他



部分損 全損・盗難

D20 500 150,000 450,000
D30・D37 600 150,000~180,000 450,000~500,000
0.4㎥・0.5㎥ 600 100,000~150,000 400,000
1.2㎥・1.5㎥・2.0㎥ 800~1,200 200,000 500,000~1,000,000
0.05㎥・0.08㎥ 500 100,000 300,000
0.1㎥・0.15㎥ 500~600 150,000 450,000
0.2㎥ 600 150,000~180,000 500,000
0.25㎥ 600 150,000~180,000 500,000
0.3㎥ 800 150,000~180,000 500,000
0.45㎥　タイヤ式 1,000 300,000 1,200,000
0.45㎥ 1,000 300,000 800,000~900,000
0.45㎥後方小旋回 1,000 200,000~300,000 700,000~900,000
0.7㎥ 1,000~1,200 300,000~350,000 800,000~900,000
0.7㎥　ハイブリッド 1,500 500,000 1,200,000
※仕様により変動があります
0.05㎥・0.08㎥・0.1㎥ 150 100,000 300,000
0.2㎥・0.3㎥・0.45㎥・0.7㎥ 200~500 150,000 300,000~400,000
2.5ｔゴムクロ 600 150,000 400,000
4ｔ旋回式 800 200,000 700,000
4ｔゴムクロ 800 200,000 600,000
6ｔゴムクロ 900 200,000 700,000
6ｔ旋回式 1,000 300,000 800,000
11ｔ旋回式 1,200 300,000 1,000,000
プレート 50 20,000 50,000
静音プレート 50 30,000 50,000
ランマー 50 30,000 50,000
バイブロコンパクター 100 50,000 150,000
防音型ランマー 50 30,000 50,000
550Ｋ振動ローラー 200 50,000 300,000
3ｔタイヤローラー 500 100,000 300,000
3ｔ・4ｔ振動ローラー 500 100,000 300,000
4ｔコンバインドローラー 500 100,000 300,000
10ｔタイヤローラー 700 150,000 500,000
10ｔマカダムローラー 700 150,000 500,000
10ｔ振動ローラー 800 150,000 500,000
スーパーデッキ 1,000~1,300 180,000 500,000
トラック式高所作業車 1,000~1,200 180,000 500,000
スカイリフト 200~500 100,000~200,000 300,000

トイレ トイレ・トイレハウス 50~100 50,000~300,000 100,000~500,000
渡り廊下等付帯 30~50 50,000 50,000~100,000
単棟、連棟式 50 50,000 100,000~250,000
二重窓ＤＸ型 50 80,000 250,000
Ｗ型 100 100,000 400,000~450,000
軽4ＷＤ 500 100,000 200,000
ライトバン 500 100,000 200,000
2ｔダンプ・ユニック・平ボデー 700~800 100,000~150,000 300,000
2ｔハイブリッド 900 150,000 300,000
4ｔダンプ・ユニック・平ボデー 1,000~1,200 180,000 400,000~500,000
散水車 1,000 180,000 500,000

※このほかの商品につきましては営業担当へお問い合わせください。
※記載内容は予告なく変更する場合がございます。

機械名 機種 補償料（円／日）
免責金額（円）※1現場1事故目の場合

高所作業車

ユニットハウス

レンタカー

ブルドーザー

タイヤショベル

バックホー

油圧ブレーカー

キャリアダンプ

転圧機械


